
款　・　項　・　目
目　の　名　称

事業別の名称 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障財
源分）

その他

３．１．３
老人福祉費 7,718 1,071 75 1,210 5,362

在宅福祉サービス事業
３．１．３

老人福祉費 4,947 1,320 668 2,959
施設福祉サービス事業

３．１．４
福祉医療費 93,721 46,594 15,001 5,917 26,210
福祉医療事業
３．１．５

障害者福祉費 262,831 130,927 65,572 12,216 54,116
障害者自立支援事業

３．１．５
障害者福祉費 24,566 4,527 2,263 30 3,268 14,478

地域生活支援事業
３．１．８

後期高齢者医療費 122,312 22,526 99,786
後期高齢者医療広域連合負担金事業

３．２．２
児童措置費 17,112 4,297 4,297 4,000 832 3,686

子育て支援事業
３．２．２

児童措置費 164,378 113,928 25,207 4,649 20,594
児童手当支給事業

３．１．１
社会福祉総務費 83,893 14,150 41,237 5,250 23,256

国民健康保険事業繰出金
３．１．３

老人福祉費 194,854 6,701 3,350 34,035 150,769
介護保険事業特別会計繰出金

３．１．３
老人福祉費 47,489 29,377 3,336 14,776

後期高齢者医療特別会計繰出金

４．１．２
予防費 30,569 876 1,000 5,284 23,409

予防接種事業
４．１．２
予防費 24,511 40 1,219 5,185 3,327 14,740
保健事業
４．１．４

母子保健費 15,310 1,254 564 13 2,482 10,997
母子保健事業

1,094,211 276,700 220,751 0 26,624 105,000 465,136

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合計

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当した社会保障施策に要する経費（令和２年度）

事業別
事業費

特 定 財 源
財 源 内 訳

一　般　財　源

区分

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増

収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充当することとされています。令和２年度

甘楽町一般会計予算書における社会保障施策関連経費への充当状況は下記のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） １０５，０００千円

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費 １，０９４，２１１千円


